
（1）　令和２年９月４日　金曜日 第135号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更�

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効�

（
薬　

務　

課
）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
六
件
）�

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
五
件
）�

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し�
（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

〇
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定�
（
会　

計　

課
）　
　

六

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

七

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

七

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
医
療
機
関
の
辞
退
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

定�

（
林
業
振
興
課
）　
　

七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
契　

約　

課
）　
　

七

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催�

八

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表
（
二
件
）�

八

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
令
和
二
年
七
月
十
六
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

伊い

藤と
う　

浩ひ
ろ

幸ゆ
き

眼

科

栗
原
市
立
栗
原
中
央
病
院

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
三
丁
目
一
番

地
一

大お
お

友と
も　
　

亮り
ょ
う

内

科�

神
経
内
科�

リ
ハ
ビ
リ�

テ
ー
シ
ョ
ン
科

医
療
法
人
敬
仁
会　

大
友
病
院

気
仙
沼
市
三
日
町
二
丁
目
二
番
二
十

五
号

平ひ
ら

上が
み　

　

健け
ん

整
形
外
科

医
療
法
人
啓
仁
会

石
巻
ロ
イ
ヤ
ル
病
院

石
巻
市
広
渕
字
焼
巻
二
番
地

三み

浦う
ら　

啓け
い

己き

整
形
外
科

涌
谷
町
国
民
健
康
保
険
病
院

涌
谷
町
涌
谷
字
中
江
南
二
百
七
十
八

番
地

伊い

藤と
う　

健け
ん

太た

内

科

医
療
法
人
社
団　

伊
藤
医
院

加
美
町
字
旧
舘
一
番
八
十
番
地
の
二

小こ

池い
け　

洋よ
う

一い
ち

整
形
外
科

気
仙
沼
市
立
病
院

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
八
番
地
二

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
一
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

新

旧

所
属
医
療
機
関
の

名

称

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

所
属
医
療
機
関
の

名

称

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地
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第135号　令和２年９月４日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報

小お

野の　

省し
ょ
う
た太

眼

科

お
の
眼
科
ク
リ
ニ�

ッ
ク

栗
原
市
若
柳
字
川

南
堤
通
十
九
番
地

一

栗
原
市
立
栗
原
中

央
病
院

栗
原
市
築
館
宮
野

中
央
三
丁
目
一
番

地
一

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
の
所
在
地
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

所
属
医
療
機
関

の

名

称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

新

旧

田た

上う
え　

佑ゆ
う

輔す
け

医
療
法
人
社
団
や
ま

とや
ま
と
在
宅
診
療
所

登
米

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
南
元
丁
七
十

二
番
地

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
下
田
中
二
十

五
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
三
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

畠は
た

中な
か　

賢け
ん

司じ

消
化
器
科

医
療
法
人
啓
仁
会

石
巻
ロ
イ
ヤ
ル
病
院

富
谷
市
成
田
一
丁
目
三
番
一
号

安あ
ん

西ざ
い　

敦あ
つ

子こ

リ
ハ
ビ
リ�

テ
ー
シ
ョ
ン
科

医
療
法
人
社
団
脳
健
会

仙
台
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

石
巻
市
広
渕
字
焼
巻
二
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
四
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
二
二
二
〇
〇
九
八

ほ
っ
と
ル
ー
ム
槻
木

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
白

幡
二
丁
目
四
番
一
号

放
課
後
等
デ
イ
サ�

ー
ビ
ス

ほ
っ
と
フ
ァ
ー

ム
株
式
会
社

令
和
二
年
九
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
五
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下「
条
例
」と
い
う
。）

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
が
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

�　

化
学
名　

二－

（
二
，
五－

ジ
メ
ト
キ
シ－

四－

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）－

二－

メ
ト
キ
シ
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ

の
塩
類
（
通
称
名
：
Ｂ
Ｏ
Ｄ
、
β－

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｘ
Ｙ－

２
Ｃ－

Ｄ
）

二　

失
効
の
理
由

　
　

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め

三　

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
る
日　

　
　

令
和
二
年
九
月
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
安
住
一
一
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
浦
宿
浜
字
安
住
三
八
番
二
地
先
ま
で

前

　

八
・
〇
～

�

一
一
・
〇

�

一
一
三
・
一

後

一
一
・
〇
～

�

一
七
・
〇

�

一
一
三
・
一
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〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
鮎
川
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
渡
波
字
須
崎
浜
七
番
四
地
先
か
ら

同
市
渡
波
字
須
崎
浜
七
番
三
地
先
ま
で

前

二
四
・
九
～

�

四
三
・
八

�

一
〇
八
・
三

後

四
三
・
八
～

�

六
〇
・
二

�

一
〇
八
・
三

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

奥
松
島
松
島
公
園
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

東
松
島
市
野
蒜
字
南
余
景
六
八
番
二
五
八
地
先
か

ら同
市
野
蒜
字
下
沼
七
六
番
一
地
先
ま
で

前

二
〇
・
二
～

�

四
二
・
九

�

六
八
二
・
一

後

一
三
・
六
～

�

三
二
・
一

�

六
八
二
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

女
川
牡
鹿
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
野
々
浜
字
野
々
浜
一
九
二
番

地
先
か
ら

同
郡
同
町
野
々
浜
字
大
道
一
〇
番
三
地
先
ま

で

前
Ａ

�

一
四
・
九

�

一
五
・
一
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ

�

一
四
・
九

�

一
五
・
一

　

Ｂ
　

八
・
六
～

�

三
八
・
二

�

四
九
八
・
八

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

愛
島
名
取
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

名
取
市
愛
島
小
豆
島
字
清
水
坂
二
三
番
地
先
か
ら

前

　

九
・
四
～

�

二
六
・
〇

�

三
六
〇
・
〇
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同
市
植
松
字
山
二
八
八
番
一
〇
地
先
ま
で

後

　

九
・
四
～

�

二
六
・
〇

�

三
六
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

東
和
薄
衣
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
水
溜
八
番
地
先
か
ら

同
市
東
和
町
錦
織
字
内
ノ
目
二
〇
番
二
地
先
ま
で

前

一
〇
・
七
～

�

一
八
・
六

�

三
五
・
二

後

　

九
・
一
～
�
二
三
・
〇

�

一
、
一
七
九
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
安
住
一
一
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
浦
宿
浜
字
安
住
三
八
番
二
地
先
ま
で

令
和
二
年
九
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
鮎
川
線

石
巻
市
渡
波
字
須
崎
浜
七
番
四
地
先
か
ら

同
市
渡
波
字
須
崎
浜
七
番
三
地
先
ま
で

令
和
二
年
九
月
八
日

�

午
後
三
時

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

奥
松
島
松
島

公
園
線

東
松
島
市
野
蒜
字
南
余
景
六
八
番
二
五
八
地
先
か
ら

同
市
野
蒜
字
下
沼
七
六
番
一
地
先
ま
で

令
和
二
年

�

九
月
三
十
日

�

午
後
三
時

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

女
川
牡
鹿
線

牡
鹿
郡
女
川
町
野
々
浜
字
野
々
浜
一
九
二
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
野
々
浜
字
大
道
一
〇
番
三
地
先
ま
で

令
和
二
年
九
月
四
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

女
川
牡
鹿
線

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
崎
山
三
五
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
高
白
浜
字
崎
山
一
六
番
二
地
先
ま
で

令
和
二
年

�

九
月
十
一
日

�

午
前
九
時

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

髙
橋　

正
則

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

菅
野　

久
江

二
級
建
築
士

第
一
万
三
千
六
百

九
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

伊
㔟　

昭
四

郎

二
級
建
築
士

第
千
四
百
六
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

永
澤　

昭

二
級
建
築
士

第
五
百
七
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

清
野　

亀
巳

雄

二
級
建
築
士

第
千
五
百
七
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

千
葉　

己
一

二
級
建
築
士

第
三
千
百
二
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

水
戸　

春
吉

二
級
建
築
士

第
三
千
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

塩
沼　

久

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

小
野
寺　

良

二
級
建
築
士

第
千
二
百
九
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

齋
藤　

健
吉

二
級
建
築
士

第
四
百
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

菅
原　

夫

二
級
建
築
士

第
一
万
二
百
四
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

石
川　

繁
男

二
級
建
築
士

第
七
千
四
百
九
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

鈴
木　

邦
彰

二
級
建
築
士

第
七
百
七
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
　

四
郎

二
級
建
築
士

第
七
千
四
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

松
元　

一
郎

二
級
建
築
士

第
四
千
二
百
九
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

三
浦　

久
夫

二
級
建
築
士

第
五
千
四
百
八
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

氏
家　

友
治

二
級
建
築
士

第
千
六
百
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
　

榮

二
級
建
築
士

第
千
六
百
四
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

依
田　

吉
雄

二
級
建
築
士

第
一
万
六
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

五
十
嵐　

伸

光

二
級
建
築
士

第
六
千
五
百
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

成
田　

久

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
五
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

遊
佐　

六
之

助

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
五
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

四
十
物　

國

夫

二
級
建
築
士

第
六
千
四
百
九
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

加
賀　

藤
吉

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
六
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

髙
橋　

信
治

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
六
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

熊
谷　

昭
二

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

伊
藤　

倖
次

二
級
建
築
士

第
九
百
四
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

髙
橋　

昭
男

二
級
建
築
士

第
五
千
八
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

村
山　

光
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
五
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

阿
部　

昭
太

郎

二
級
建
築
士

第
四
千
八
百
二
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

星　

力

二
級
建
築
士

第
千
八
百
四
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
々
木　

覺

二
級
建
築
士

第
千
八
百
三
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

新
沼　

政
志

二
級
建
築
士

第
千
四
百
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
々
木　

敏

治

二
級
建
築
士

第
八
百
四
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

関　

愛
樹

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
四
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

千
葉　

博

二
級
建
築
士

第
四
千
三
百
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

赤
木　

俊
雄

二
級
建
築
士

第
五
千
六
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

青
木　

久
保

二
級
建
築
士

第
五
千
三
百
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

遠
山　

謙
一

二
級
建
築
士

第
八
千
百
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
　

義

二
級
建
築
士

第
千
二
百
七
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

阿
部　

衛

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
九
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

阿
部　

實

二
級
建
築
士

第
四
千
六
百
九
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
藤　

祐
吉

二
級
建
築
士

第
五
千
二
百
四
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

太
田　

米
夫

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
藤　

明
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
七
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

鈴
木　

俊
介

二
級
建
築
士

第
千
六
百
六
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

林　

正
則

二
級
建
築
士

第
千
六
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

原　

富
治

二
級
建
築
士

第
千
六
百
七
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

仙
石　

昭
永

二
級
建
築
士

第
六
千
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

平　

芳
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
七
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

大
橋　

春
夫

二
級
建
築
士

第
七
千
八
百
八
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

真
野　

順
吉

二
級
建
築
士

第
三
千
八
百
四
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

庄
子　

正
志

二
級
建
築
士

第
五
千
四
百
二
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

須
田　

益
夫

二
級
建
築
士

第
五
千
六
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

真
島　

恒
三

郎

二
級
建
築
士

第
千
八
百
三
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
藤　

輝
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
五
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

地　

昌
三

二
級
建
築
士

第
千
八
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

榛
沢　

清
男

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
八
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
々
木　

志

津
夫

二
級
建
築
士

第
七
千
八
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
二
年
八
月
二
十
七

日

佐
藤　

收

二
級
建
築
士

第
千
九
百
五
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

　

証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
証
紙
売
り
さ
ば

き
人
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

売
り
さ
ば
き
人

代
表
者

売
り
さ
ば
き
場
所

指
定
年
月
日

株
式
会
社
勝
英
自
動
車
学
校

代
表
取
締
役

吉
村　

武
司

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
本
船
迫
字

塚
田
十
七

仙
南
自
動
車
学
院

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

公

告
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〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

イ
オ
ン
薬
局
石
巻
駅
前
店

石
巻
市
穀
町
十
四－

一

令
和
二
年
八
月
一
日

共
創
未
来
気
仙
沼
中
央
薬
局

気
仙
沼
市
田
谷
十
一－

十
二

令
和
二
年
八
月
一
日

さ
く
ら
薬
局
名
取
店

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
五
丁
目
三－

一

令
和
二
年
八
月
一
日

お
や
ま
薬
局
２
号
店

岩
沼
市
桜
二
丁
目
四－
一－

一

令
和
二
年
八
月
一
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

プ
ラ
ス
調
剤
薬
局
七
ヶ
浜
店

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
境
山
一
丁
目
二
百
九－

十
二

変
更
後

プ
ラ
ス
調
剤
薬
局
七
ヶ
浜
店

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
境
山
一
丁
目
十
三－

三
十

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る�

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

辞
退
年
月
日

古
川
調
剤
薬
局
駅
南
店

調
剤

大
崎
市
古
川
駅
南
一
丁
目
十
六

令
和
二
年
五
月
三
十
一

日

岩
出
山
調
剤
薬
局

調
剤

大
崎
市
岩
出
山
浦
小
路
十
六－

六

平
成
二
十
六
年
七
月
三

十
一
日

医
療
法
人
寶
樹
会
仙
塩

総
合
病
院

整
形
外
科

多
賀
城
市
桜
木
二
丁
目
一－

一

令
和
二
年
七
月
三
十
一

日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

令
和
二
年
度
宮
城
県
森
林
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
ク
ラ
ウ
ド

化
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

水
産
林
政
部
林
業
振
興
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
八
月
二
十
四
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
パ
ス
コ
仙
台
支
店　

仙
台
市
宮
城
野
区
名

掛
丁
二
〇
五
番
地
の
一

五　

契
約
金
額
三
千
四
百
九
十
四
万
七
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

土
壌
・
作
物
体
総
合
分
析
装
置
ほ
か　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
八
月
十
七
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
星
理
科
学
器
械　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
大
町
二
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丁
目
十
一－

十
四

五　

落
札
金
額　

三
千
二
百
八
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
四
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
二
年
九
月
四
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

伊　
　

東　
　

昭　
　

代　
　
　

一　

日　

時　

令
和
二
年
九
月
八
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

第
一
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

教
育
功
績
者
表
彰
に
つ
い
て

　
　

第
二
号
議
案　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１�　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
18号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
２
年
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に

係
る
定
期
監
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
２
年
９
月
４
日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
消
防
学
校
�

６
月
11日

〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
食
肉
衛
生
検
査
所
�

４
月
10日

〇
経
済
観
光
商
工
部

　
地
方
機
関

　
　
石
巻
高
等
技
術
専
門
校
�

４
月
10日

　
　
宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
�

４
月
10日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園
�

４
月
14日

　
　
石
巻
支
援
学
校
�

４
月
10日

　
　
古
川
高
等
学
校
�

６
月
29日

　
　
視
覚
支
援
学
校
�

６
月
30日

　
　
迫
支
援
学
校
�

６
月
15日

　
　
白
石
高
等
学
校
�

６
月
30日

　
　
白
石
工
業
高
等
学
校
�

６
月
30日

　
　
大
河
原
教
育
事
務
所
�

６
月
５
日

　
　
名
取
高
等
学
校
�

６
月
11日

　
　
石
巻
高
等
学
校
�

６
月
11日
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石
巻
北
高
等
学
校
�

６
月
９
日

　
　
仙
台
向
山
高
等
学
校
�

６
月
18日

　
　
仙
台
西
高
等
学
校
�

６
月
９
日

　
　
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
�

６
月
24日

　
　
工
業
高
等
学
校
�

６
月
11日

　
　
宮
城
第
一
高
等
学
校
�

６
月
11日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
佐
沼
警
察
署
�

６
月
９
日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
元
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
合
規
性
，
正
確
性
の
ほ
か
，
経
済
性
，
効
率
性
，
及
び
有
効
性
に
意
を
用

い
て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
内
に
お
い
て
は
，
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見

ら
れ
た
も
の
の
，
概
ね
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次

の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
宮
城
第
一
高
等
学
校

　
　
　
負
担
金
に
お
い
て
，
二
重
払
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
平
成
31年
度
全
国
高
等
学
校
教
頭
・
副
校
長
会
の
会
費
に
つ
い
て
，
支
払
完
了
後
に
再
度
請
求
書
を
徴
収
し

支
払
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
9,000円

　
⑵
　
石
巻
北
高
等
学
校

　
　
�　
報
酬
及
び
賃
金
に
お
い
て
，
返
納
手
続
の
遅
延
，
返
納
額
の
誤
り
及
び
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後

再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
非
常
勤
講
師
の
報
酬
に
つ
い
て
，
返
納
手
続
の
遅
延
及
び
返
納
額
の
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
５
件

　
　
　
　
・
金
額
　
121,010円

　
　
　
２
　
緊
急
学
校
支
援
員
の
賃
金
に
つ
い
て
，
通
勤
手
当
相
当
額
を
支
給
定
日
に
支
給
し
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
・
支
給
定
日
　
令
和
元
年
７
月
10日

　
　
　
　
・
支
給
日
　
　
令
和
元
年
８
月
８
日

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
19号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
２
年
７
月
か
ら
８
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に

係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
２
年
９
月
４
日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
本
庁

　
　
秘
書
課
�

８
月
５
日

　
　
人
事
課
・
行
政
管
理
室
�

８
月
５
日

　
　
行
政
経
営
推
進
課
�

８
月
５
日

　
　
職
員
厚
生
課
�

８
月
５
日

　
　
県
政
情
報
・
文
書
課
�

８
月
５
日

　
　
私
学
・
公
益
法
人
課
�

８
月
５
日

　
　
広
報
課
�

８
月
５
日

　
　
財
政
課
�

８
月
５
日

　
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室
�

８
月
５
日

　
　
市
町
村
課
（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）�

８
月
５
日

　
　
管
財
課
�

８
月
５
日

　
　
危
機
対
策
課
�

８
月
５
日

　
　
消
防
課
�

８
月
５
日

〇
震
災
復
興
・
企
画
部

　
本
庁
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震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
�

８
月
４
日

　
　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
課
�

８
月
４
日

　
　
震
災
復
興
推
進
課
�

８
月
４
日

　
　
震
災
復
興
政
策
課
�

８
月
４
日

　
　
地
域
復
興
支
援
課
�

８
月
４
日

　
　
総
合
交
通
対
策
課
�

８
月
４
日

　
　
統
計
課
�

８
月
４
日

　
　
情
報
政
策
課
�

８
月
４
日

〇
環
境
生
活
部

　
本
庁

　
　
環
境
生
活
総
務
課
�

７
月
28日

　
　
環
境
政
策
課
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
�

７
月
28日

　
　
環
境
対
策
課
�

７
月
28日

　
　
原
子
力
安
全
対
策
課
�

７
月
28日

　
　
自
然
保
護
課
�

７
月
28日

　
　
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
�

７
月
28日

　
　
循
環
型
社
会
推
進
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
・
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室
�
７
月
28日

　
　
消
費
生
活
・
文
化
課
�

７
月
28日

　
　
共
同
参
画
社
会
推
進
課
�

７
月
28日

〇
保
健
福
祉
部

　
本
庁

　
　
保
健
福
祉
総
務
課
・
震
災
援
護
室
�

７
月
28日

　
　
社
会
福
祉
課
�

７
月
28日

　
　
医
療
政
策
課
・
医
療
人
材
対
策
室
�

７
月
28日

　
　
長
寿
社
会
政
策
課
�

７
月
28日

　
　
健
康
推
進
課
・
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
�

７
月
28日

　
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
・
子
育
て
社
会
推
進
室
�

７
月
28日

　
　
障
害
福
祉
課
�

７
月
28日

　
　
薬
務
課
�

７
月
28日

　
　
国
保
医
療
課
�

７
月
28日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
本
庁

　
　
経
済
商
工
観
光
総
務
課
・
富
県
宮
城
推
進
室
・
企
業
復
興
支
援
室
�

７
月
29日

　
　
新
産
業
振
興
課
�

７
月
29日

　
　
産
業
立
地
推
進
課
・
自
動
車
産
業
振
興
室
�

７
月
29日

　
　
商
工
金
融
課
・
中
小
企
業
支
援
室
�

７
月
29日

　
　
産
業
人
材
対
策
課
�

７
月
29日

　
　
雇
用
対
策
課
�

７
月
29日

　
　
観
光
課
�

７
月
29日

　
　
国
際
企
画
課
�

７
月
29日

　
　
ア
ジ
ア
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
�

７
月
29日

〇
農
政
部

　
本
庁

　
　
農
政
総
務
課
・
農
業
政
策
室
�

７
月
30日

　
　
食
産
業
振
興
課
�

７
月
30日

　
　
農
山
漁
村
な
り
わ
い
課
�

７
月
30日

　
　
農
業
振
興
課
�

７
月
30日

　
　
み
や
ぎ
米
推
進
課
・
園
芸
振
興
室
�

７
月
30日

　
　
畜
産
課
�

７
月
30日

　
　
農
村
振
興
課
�

７
月
30日

〇
水
産
林
政
部

　
本
庁

　
　
水
産
林
政
総
務
課
・
水
産
林
業
政
策
室
�

７
月
29日

　
　
�水
産
業
振
興
課
（
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
，
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）・

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
�

７
月
29日

　
　
水
産
業
基
盤
整
備
課
・
漁
港
復
興
推
進
室
�

７
月
29日

　
　
林
業
振
興
課
�

７
月
29日

　
　
森
林
整
備
課
�

７
月
29日

〇
土
木
部

　
本
庁

　
　
土
木
総
務
課
�

７
月
31日

　
　
事
業
管
理
課
�

７
月
31日
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用
地
課
（
収
用
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）�

７
月
31日

　
　
道
路
課
�

７
月
31日

　
　
河
川
課
�

７
月
31日

　
　
防
災
砂
防
課
�

７
月
31日

　
　
港
湾
課
�

７
月
31日

　
　
空
港
臨
空
地
域
課
�

７
月
31日

　
　
都
市
計
画
課
・
復
興
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
�

７
月
31日

　
　
下
水
道
課
�

７
月
31日

　
　
建
築
宅
地
課
�

７
月
31日

　
　
住
宅
課
�

７
月
31日

　
　
営
繕
課
�

７
月
31日

　
　
設
備
課
�

７
月
31日

〇
出
納
局

　
本
庁

　
　
会
計
課
・
会
計
指
導
検
査
室
�

７
月
30日

　
　
契
約
課
�

７
月
30日

　
　
検
査
課
�

７
月
30日

〇
議
会
事
務
局
�

７
月
17日

〇
教
育
庁

　
本
庁

　
　
総
務
課
・
教
育
企
画
室
�

７
月
31日

　
　
福
利
課
�

７
月
31日

　
　
教
職
員
課
�

７
月
31日

　
　
義
務
教
育
課
�

７
月
31日

　
　
高
校
教
育
課
・
宮
城
丸
�

７
月
31日

　
　
特
別
支
援
教
育
課
�

７
月
31日

　
　
施
設
整
備
課
�

７
月
31日

　
　
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
�

７
月
31日

　
　
生
涯
学
習
課
�

７
月
31日

　
　
文
化
財
課
�

７
月
31日

〇
警
察
本
部
�

８
月
３
日
，
4日

〇
人
事
委
員
会
事
務
局
�

７
月
14日

〇
監
査
委
員
事
務
局
�

７
月
16日

〇
労
働
委
員
会
事
務
局
�

７
月
21日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
元
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
合
規
性
，
正
確
性
の
ほ
か
，
経
済
性
，
効
率
性
，
及
び
有
効
性
に
意
を
用

い
て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
，
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
認
め

ら
れ
た
も
の
の
，
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次

の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
　
ま
た
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
職
員
厚
生
課

　
　
�　
県
職
員
宿
舎
及
び
寮
の
管
理
に
お
い
て
，
関
係
法
令
に
準
拠
し
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
発

生
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
消
防
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
消
防
設
備
点
検
結
果
の
報
告
及
び
防
火
管
理
者
の
選
任
・
解
任
の
手
続
き
が
な

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
消
防
法
第
17条
の
３
の
３
，
同
法
第
８
条
第
２
項

　
⑵
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,333,372,737円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

1,939,786,737円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

3,273,159,474円

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,213,067,263円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

1,978,211,183円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

3,191,278,446円

　
⑶
　
環
境
政
策
課
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
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�　
旅
費
，
需
用
費
，
負
担
金
及
び
労
働
保
険
料
に
お
い
て
，
支
払
，
精
算
及
び
返
納
の
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
需
用
費
，
旅
費
及
び
労
働
保
険
料
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
４
件

　
　
　
　
・
金
額
　
119,173円

　
　
　
２
　
負
担
金
に
つ
い
て
，
精
算
及
び
返
納
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
3,000円

　
⑷
　
循
環
型
社
会
推
進
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
・
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室

　
　
�　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る

取
り
組
み
に
つ
い
て
評
価
す
る
も
の
の
，
な
お
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を

図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

37,623,954円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

689,233,379円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

726,857,333円

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

26,171,075円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

663,891,304円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

690,062,379円

　
⑸
　
長
寿
社
会
政
策
課

　
　
�　
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
国
庫
補
助
金
の
支
出
事
務
に
お
い
て
，
未
払
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い

よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
市
町
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
補
助
金
の
請
求
書
に
つ
い
て
，
担
当
者
不
在
等
に
よ
り
支
出
処
理
が
行
わ
れ
な
い

ま
ま
，
未
払
と
な
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
7,379,000円

　
⑹
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
・
子
育
て
社
会
推
進
室

　
　
�　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
等
，
児
童
保
護
費
，
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金
及
び
さ
わ
ら
び

学
園
費
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
等

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

6,165,251円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

62,953,845円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

69,119,096円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

8,327,774円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

71,168,128円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

79,495,902円

　
　
　
２
　
児
童
保
護
費

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

2,628,710円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

14,127,328円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

16,756,038円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

2,883,068円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

13,010,680円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

15,893,748円

　
　
　
３
　
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

167,440円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

14,070,420円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

14,237,860円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,295,370円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

13,729,660円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

15,025,030円

　
　
　
４
　
さ
わ
ら
び
学
園
費
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・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

110,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

222,800円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

332,800円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

389,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

389,000円

　
⑺
　
障
害
福
祉
課
・
精
神
保
健
推
進
室

　
　
�　
報
酬
，
報
償
費
，
旅
費
，
需
用
費
及
び
委
託
料
に
お
い
て
，
引
き
続
き
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
今
後
再

発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
報
酬
，
報
償
費
，
旅
費
及
び
需
用
費
に
つ
い
て
，
60日
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
11件

　
　
　
　
・
金
額
　
778,960円

　
　
　
２
　
委
託
料
に
つ
い
て
，
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
3,757,600円

　
⑻
　
経
済
商
工
観
光
総
務
課
・
富
県
宮
城
推
進
室
・
企
業
復
興
支
援
室

　
　
�　
広
告
掲
載
収
入
及
び
違
約
金
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
県
印
刷
物
の
広
告
掲
載
収
入
に
つ
い
て
，
督
促
及
び
違
約
金
の
徴
収
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
・
広
告
掲
載
料
　
100,000円

　
　
　
・
違
約
金
額
　
　
421円

　
⑼
　
新
産
業
振
興
課

　
　
�　
延
滞
金
（
情
報
通
信
関
連
企
業
立
地
促
進
奨
励
金
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適

切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

11,945,606円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

11,945,606円

　
⑽
　
国
際
企
画
課

　
　
�　
受
託
事
業
収
入
に
お
い
て
，
調
定
遺
漏
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た

い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
企
業
局
か
ら
受
託
し
た
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
西
館
及
び
仙
台
港
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

に
係
る
平
成
31年
度
計
画
更
新
及
び
修
繕
工
事
の
費
用
に
つ
い
て
，
覚
書
に
基
づ
く
負
担
額
の
調
定
を
行
っ
て

い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
3,057,000円

　
⑾
　
森
林
整
備
課

　
　
�　
補
助
金
の
交
付
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
�　
森
林
病
害
虫
防
除
事
業
及
び
温
暖
化
防
止
森
林
づ
く
り
推
進
事
業
に
つ
い
て
，
一
部
の
交
付
先
に
対
し
事

業
完
了
後
に
遡
及
し
て
交
付
決
定
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
18件

　
　
　
２
　
森
林
病
害
虫
防
除
事
業
に
つ
い
て
，
一
部
の
交
付
先
に
対
し
事
業
完
了
後
に
交
付
決
定
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
３
�　
温
暖
化
防
止
森
林
づ
く
り
推
進
事
業
に
つ
い
て
，
令
和
元
年
11月
11日
に
実
績
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
，
令
和
２
年
３
月
４
日
に
額
の
確
定
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
⑿
　
住
宅
課

　
　
�　
県
営
住
宅
使
用
料
，
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
使
用
料
及
び
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が

あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

18,316,075円
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過
年
度
分
�

22,071,119円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

40,387,194円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

16,071,270円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

23,057,109円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

39,128,379円

　
　
　
２
　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

325,500円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

325,500円

　
　
　
３
　
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,859,700円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

1,423,650円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

3,283,350円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,553,350円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

1,409,200円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

2,962,550円

　
⒀
　
会
計
課
・
会
計
指
導
検
査
室

　
　
�　
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
国
庫
補
助
金
の
支
出
事
務
に
お
い
て
，
未
払
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い

よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
市
町
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
補
助
金
の
請
求
書
を
見
落
と
し
，
未
払
と
な
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
36,409,000円

　
⒁
　
福
利
課

　
　
�　
予
算
執
行
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
教
職
員
の
退
職
手
当
所
要
額
の
見
込
み
違
い
に
よ
り
，
予
算
が
不
足
し
最
終
補
正
予
算
成
立
後
に
他
課
か
ら

多
額
の
予
算
流
用
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
最
終
予
算
額
�

12,540,000,000円

　
　
　
・
退
職
手
当
所
要
額
�
12,671,093,016円

　
　
　
・
予
算
不
足
額
�

131,093,016円

　
　
　
・
予
算
流
用
額
�

131,093,016円

　
⒂
　
高
校
教
育
課
・
宮
城
丸

　
　
�　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
付
金
元

金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

88,029,273円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

253,272,894円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

341,302,167円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

96,062,797円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

221,435,025円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

317,497,822円

　
　
　
２
　
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
付
金
元
金
　

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

128,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

755,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

883,000円

　
　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

983,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

983,000円

　
⒃
　
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　
　
�　
指
定
管
理
者
の
選
定
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。
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（
内
容
）

　
　
　
�　
宮
城
県
長
沼
ボ
ー
ト
場
及
び
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
指
定
管
理
者
を
選
定
す
る
際
に
，
納
税
義
務
等
の

確
認
を
充
分
に
行
わ
な
い
ま
ま
選
定
し
て
い
た
も
の
。

　
⒄
　
警
察
本
部

　
　
�　
損
害
賠
償
金
，
放
置
違
反
金
及
び
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権

管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
損
害
賠
償
金

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

3,080,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

25,293,734円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

28,373,734円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

4,890,240円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

20,565,494円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

25,455,734円

　
　
　
２
　
放
置
違
反
金

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

2,207,500円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

3,086,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

5,293,500円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

2,532,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

3,224,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

5,756,000円

　
　
　
３
　
延
滞
金
（
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
）

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

163,300円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

468,300円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

631,600円

　
　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

182,200円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

507,500円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

689,700円
�


